
自
動
車
税
種
別
割
・
軽
自
動
車
税
種
別
割

は
、
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ

ま
す
。
車
検
切
れ
な
ど
で
廃
車
に
す
る
と
き

や
名
義
変
更
を
す
る
と
き
は
、
３
月
末
ま
で

に
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
毎

年
２
月
、
３
月
は
車
検
場
の
登
録
窓
口
が
大

変
混
雑
し
ま
す
。
早
め
の
手
続
き
を
お
す
す

め
し
ま
す
。

ま
た
、
自
動
車
の
登
録
・
廃
車
な
ど
の
手

続
き
を
自
動
車
販
売
業
者
な
ど
に
依
頼
す
る

方
は
、
手
続
き
が
確
実
に
行
わ
れ
て
い
る
か

を
自
動
車
販
売
業
者
な
ど
に
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
登
録
・
廃
車
の
問
合
せ

◯
普
通
自
動
車
・
小
型
自
動
車
・
１
２
５
ｃ

ｃ
を
超
え
る
オ
ー
ト
バ
イ

愛
知
運
輸
支
局
小
牧
自
動
車
検
査
登
録
事
務

所　
　

０
５
０・５
５
４
０・２
０
４
８

◯
軽
自
動
車（
四
輪
・
三
輪
）

軽
自
動
車
検
査
協
会

　
　

０
５
０・３
８
１
６・１
７
７
３

◯
１
２
５
ｃ
ｃ
以
下
の
オ
ー
ト
バ
イ
・
小
型

特
種
自
動
車

豊
山
町
税
務
課
課
税
グ
ル
ー
プ

　

28
・
２
４
３
４

▼
問
合
せ

（
自
動
車
税
種
別
割
）県
名
古
屋
北
部
県
税

事
務
所
課
税
第
二
課
自
動
車
税
グ
ル
ー
プ

自
動
車
税
種
別
割
・
軽
自
動
車
税

種
別
割
の
手
続
き
の
確
認
を

愛
知
県
と
県
内
す
べ
て
の
市
町
村
で
は
、

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収（
給
与
天
引
き
）の

適
正
実
施
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
現
在
、

従
業
員
の
個
人
住
民
税
が
普
通
徴
収
と
な
っ

て
い
る
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
令
和
６
年
度

分
以
降
、
特
別
徴
収
へ
の
切
り
替
え
を
お
願

い
し
ま
す
。

特
別
徴
収
と
は

給
与
支
払
者
が
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と

同
様
に
、
毎
月
従
業
員
に
支
払
う
給
与
か
ら

住
民
税
を
徴
収
し
、
納
入
し
て
い
た
だ
く
制

度
で
す
。
法
令
の
規
定
に
よ
り
給
与
を
支
払

う
事
業
主
は
、
原
則
と
し
て
個
人
住
民
税
を

特
別
徴
収
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
方

前
年
中
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け
、
か
つ

当
年
の
４
月
１
日
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
す
べ
て
の
従
業
員（
パ
ー
ト
、
ア
ル

バ
イ
ト
を
含
む
）

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
方

・
退
職
者（
退
職
予
定
者
を
含
む
）

・
２
つ
以
上
の
事
業
所
か
ら
給
与
の
支
払
い

を
受
け
、
他
の
事
業
所
で
特
別
徴
収
が
行

わ
れ
て
い
る
方

・
給
与
支
払
額
が
少
な
く
、
個
人
住
民
税
を

特
別
徴
収
で
き
な
い
方

・
給
与
が
毎
月
支
給
さ
れ
て
い
な
い
方

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
を
推
進
中

　

０
５
２・５
３
１・６
３
０
５

（
軽
自
動
車
税
種
別
割
）豊
山
町
税
務
課
課

税
グ
ル
ー
プ　
　

28
・
２
４
３
４

事
業
主
の
方
は
、
従
業
員
や
雇
い
人（
家

族
な
ど
の
青
色
事
業
専
従
者
を
含
む
）に
対

し
、
給
与
、
賃
金
、
賞
与
な
ど
を
支
払
っ
た

場
合
、
支
払
い
を
受
け
る
方
ご
と
に
、
前
年

中
の
支
払
額
な
ど
を
記
載
し
た
給
与
支
払
報

告
書
を
、
そ
の
支
払
い
を
受
け
る
方
の
１
月

１
日
の
住
所
が
あ
る
市
町
村
へ
提
出
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

事
業
主
の
方
で
、
正
規
社
員
、
パ
ー
ト
、

ア
ル
バ
イ
ト
、
日
雇
い
、
退
職
者
な
ど
が
お

ら
れ
る
場
合
は
、
個
人
・
法
人
を
問
わ
ず
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限　
１
月
31
日（
水
）必
着

▼
提
出
方
法　
持
参
、
郵
送
ま
た
は
ｅ
Ｌ
Ｔ

Ａ
Ｘ（
前
々
年
に
お
け
る
源
泉
徴
収
票
の

税
務
署
へ
提
出
す
べ
き
枚
数
が
１
０
０
枚

以
上
で
あ
る
と
き
は
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
又
は

光
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る
提
出
が
義
務
付
け

ら
れ
ま
し
た
）

▼
問
合
せ　
税
務
課
課
税
グ
ル
ー
プ

　
　

28
・
２
４
３
４

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
を

特
別
徴
収
の
し
く
み

▼
問
合
せ　
税
務
課
課
税
グ
ル
ー
プ

　
　

28
・
２
４
３
４

第
67
回
愛
知
県
統
計
グ
ラ
フ
コ
ン
ク
ー
ル

入
賞
作
品
を
パ
ネ
ル
展
示
し
ま
す
。
統
計
の

表
現
技
術
豊
か
な
作
品
が
勢
ぞ
ろ
い
で
す
。

ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
展
示
期
間　
１
月
５
日（
金
）～
16
日（
火
）

▼
と
こ
ろ　
役
場
１
階
ロ
ビ
ー

▼
問
合
せ　
企
画
課
企
画
・
広
報
グ
ル
ー
プ

　
　

28
・
０
９
１
３

グ
ラ
フ
コ
ン
ク
ー
ル
入
賞
作
品

パ
ネ
ル
展

　

②
税
額
の
計
算
　市
町
村

給
与
支
払
者（
特
別
徴
収
義
務
者
）

従
業
員（
納
税
義
務
者
）

①給与支払報告書の提出
（1月31日まで）

③特別徴収税額の通知
（5月31日まで）

⑥住民税を納入
（翌月10日まで）

⑦退職者などの届出（随時）

⑧税額変更通知書の送付（随時）

④特別徴収税額の通知
（5月31日まで）

⑤住民税を給与から
天引き

（6月から翌年5月まで）

広報とよやま　令和6年1月号
暮らしの情報5

特
　
集

暮
ら
し
の
情
報

イ
ベ
ン
ト
情
報

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

子
育
て
ひ
ろ
ば

ま
な
び
す
と

図
書
室
通
信


